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変更 

   (略) 

新:0 

旧:0 

 

改訂年月 改訂内容 

平成 27 年 5 月 

（2015 年 5 月） 

「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」として新規制定 

平成 28 年 7 月 

（2016 年 7 月） 

道路付帯設備工事及び営繕工事の内容を含めて、「工事請負契約における

設計変更ガイドライン」として改訂 

・臨機の措置について明記 

・設計変更の対象となるケースの事例を追加 

・設計変更することの妥当性に迷った事例に共通事例を追加 

平成 29 年 5 月 

（2017 年 5 月） 

・工事変更合意書の定義等を追加 

・設計変更の対象となるケースの事例を追加 

・三者会議及びワンデーレスポンスの取組みも有効と明記 

平成 30 年 7 月 

（2018 年 7 月） 

・照査範囲を超える業務の具体例を追加 

・受発注者間のコミュニケーションとして三者会議及びワンデーレスポンスの

目的及び実施方法等について追加 

・設計変更にあたっての判断理由及び協議内容等の事例の追加 

2019 年 7 月 ・新規工種を設計変更により追加する場合の積算比率の取り扱いを追加 

・当社での工事契約方式を改訂 

 

 

 

改訂年月 改訂内容 

平成 27 年 5 月 「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」として新規制定 

平成 28 年 7 月 道路付帯設備工事及び営繕工事の内容を含めて、「工事請負契約における

設計変更ガイドライン」として改訂 

・臨機の措置について明記 

・設計変更の対象となるケースの事例を追加 

・設計変更することの妥当性に迷った事例に共通事例を追加 

平成 29 年 5 月 ・工事変更合意書の定義等を追加 

・設計変更の対象となるケースの事例を追加 

・三者会議及びワンデーレスポンスの取組みも有効と明記 

平成 30 年 7 月 ・照査範囲を超える業務の具体例を追加 

・受発注者間のコミュニケーションとして三者会議及びワンデーレスポンスの

目的及び実施方法等について追加 

・設計変更にあたっての判断理由及び協議内容等の事例の追加 
 

変更 

   (略) 
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新:25 

旧:－ 
11. 新規工種を設計変更により追加する場合の積算比率の取り扱い 

 

すべての契約方式において、当初契約にない工種を新規工種として追加する場合は、積算比率を適

用しない。 

 

(1)背景 

当社では一般競争入札及び施工能力確認方式で契約された工事の設計変更において新規工種が追

加された場合、受注者の施工体制や材料調達等が異なる場合があるにもかかわらず積算比率を適用し

ていた。 

新規工種への積算比率を適用しないことで、より適切な設計変更に資することを目的としている。なお、

新規工種は金額を記載しない設計書にて明示されようになっている。 

 

(2)新規工種を設計変更により追加する場合の契約変更増減基準額の算定方法フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：「任意性がない」とは、処分先が特定される発生材処理費等、受注者の意思により費用を決定する

ことができないもの 

 

 

 

(3)新規工種とは①～④の通りとする。 

①原則として別途契約すべき性質の工事を当該工事と重要な関連があり、設計変更により処理する方が

得策であると認めた事項の変更 

②契約書第１条にいう設計図書に含まれない事項を新しく追加契約しようとするもの及び工事施工途中

において生じた著しい条件変更によるもの 

③下表、工種の定義（工事設計積算基準〔土木編〕 第 8 節 設計変更の積算より）のうち、「新規工種」

に該当するもの 

 

 

 

 

 追加 

YES 

請負代金額の変更の必要がある 

NO 

当該契約に追加する新規工種であるか 

受注者に任意性が無い追加項目である(※) 

YES 

積算比率を適用する 新規工種には積算比率

を適用しない 

NO 
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工種の定義 

工 種 工種の定義 

同一工種 
構造、工法、断面、材料規格のいずれもが、既契約の積算内容と全く同一な

工種をいう。 

類似工種 
構造、工法、断面、材料規格等の大部分が、既契約の積算内容と同一の工

種をいう。 

新規工種 
上記の同一工種、類似工種が既契約の積算内容になく、新たに追加する工

種をいう。 

 

④上記以外に、大幅な条件変更などがあった場合にも新規工種と同様に取り扱うことができるものとする。 

（例） 

・当初想定した昼間施工から大部分が夜間施工になるなど、施工条件が著しく変わる場合 

・施工数量が 30％程度以上増減する場合 

・材質や主要機械に変更があり、施工費用が 30％程度以上増減する場合 など 

 

(4)契約方式による積算比率の取り扱い（適用する：○、適用しない：×） 

従 前  今 後 

契約方式 
同一/ 

類似工種 

新規 

工種 

同一/ 

類似工種 

新規 

工種 

一般競争入札 ○ ○ ○ × 

施工能力確認方式 ○ ○ ○ × 

競争入札後価格交渉方式 

(見積審査ﾀｲﾌﾟ)  
○ ○ ○ × 

見積活用方式 － － ○ × 

技術提案価格交渉方式 

(複数者交渉 A,B ﾀｲﾌﾟ) 
○ × ○ × 

技術提案価格交渉方式/競

争参加要請方式 

(簡易提案・見積審査ﾀｲﾌﾟ) 

○ × ○ × 

技術提案交渉方式 ○ × ○ × 

 

 

   (略) 

新:36 

旧:33 
Ⅱ 当社での工事契約方式 （2019 年 7 月現在） 

契約方法 契約方式 内容 

一般競争 

一般競争入札 

公募して参加表明書及び技術資料の提出を求め、

入札参加希望者から提出のあった資料により当該

競争に係る競争参加資格を確認後、競争入札によ

り落札者を決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（複数者交渉タＡイプ） 

公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書

の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった

資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、

技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価して入

札参加者を選定し、次に入札参加者から詳細な技

術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札によ

り価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を

決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（複数者交渉Ｂタイプ） 

【試行中】 

公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書

の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった

資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、

技術資料を評価して入札参加者を選定し、次に入

札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を

行った後、競争入札により価格と価格以外の要素を

Ⅱ 当社での工事契約方式 （平成 30 年 7 月現在） 

契約方法 契約方式 内容 

一般競争 

一般競争入札 

公募して参加表明書及び技術資料の提出を求め、

入札参加希望者から提出のあった資料により当該

競争に係る競争参加資格を確認後、競争入札によ

り落札者を決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（複数者交渉タＡイプ） 

公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書

の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった

資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、

技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価して入

札参加者を選定し、次に入札参加者から詳細な技

術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札によ

り価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を

決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（複数者交渉Ｂタイプ） 

【試行中】 

公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書

の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった

資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、

技術資料を評価して入札参加者を選定し、次に入

札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を

行った後、競争入札により価格と価格以外の要素を

変更 
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総合評価して落札者を決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（簡易提案・見積審査タイ

プ） 

【原則使用不可】 

公募して参加表明書、簡易な技術資料及び工事

費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出

のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を

確認し、簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合

的に評価して入札参加者を選定し、次に入札参加

者の簡易な技術資料及び工事費内訳書について妥

当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費

内訳書を反映した標準価格に基づき予定価格を設

定した上で、競争入札により価格と価格以外の要素

を総合評価して落札者を決定するもの 

技術提案交渉方式 

【原則使用不可】 

参加表明書及び技術資料の提出を行った者と技

術提案書の内容に係るヒアリング（技術交渉）を実施

し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争

入札により、価格と価格以外の要素を総合評価して

落札者を決定するもの 

施工能力確認方式 

参加表明書及び技術資料の提出を受け、競争参加

資格が確認されたもののうちから、競争入札により、

価格と施工実績等の要素を総合評価して落札者を

決定するもの 

見積活用方式（公募型） 

【試行中】 

公募して参加表明書、技術資料の提出を求め、競

争参加資格が確認された者のうちから、見積の提出

を受け、ヒアリングを行い、見積の妥当性を確認して

予定価格に反映の上、競争入札により、価格と施工

実績等の要素を総合評価（加算方式）して落札者を

決定するもの 

指名競争 

指名競争入札 

規定により定めた競争参加資格を有する者の中か

ら入札参加者を指名して、競争入札により落札者を

決定するもの 

競争参加要請方式 

（簡易提案・見積審査タイ

プ） 

【原則使用不可】 

有資格業者のうち当該競争に係る競争参加資格

の要件を満たす者を対象に競争参加要請を行い、

簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、

その者から提出のあった簡易な技術資料及び工事

費内訳書を総合的に評価して入札参加者を選定

し、次に入札参加者の簡易な技術資料及び工事費

内訳書について妥当性の確認及び交渉を行い、入

札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格に基

づき予定価格を設定した上で、競争入札により価格

と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定す

るもの 

見積活用方式（公募・要

請併用型） 

【試行中】 

公募及び要請して、参加表明者及び要請者から

技術資料の提出を受け、競争参加資格が確認され

た者のうちから、見積の提出を受け、ヒアリングを行

い、見積の妥当性を確認して予定価格に反映の上、

競争入札により、価格と施工実績等の要素を総合

評価（加算方式）して落札者を決定するもの 

交 渉 合 意 契

約 

技術提案価格交渉方式

（一者交渉タイプ） 

一者に特定した交渉者に工事費算出に係る会社

の施工方法、条件等を説明した後、交渉者が提示し

た価格について技術提案を受けつつ交渉を行い、合

意の上、契約の相手方を決定するもの 

価格交渉方式 

一者に特定した交渉者に会社が設定した仕様等を

説明した後、交渉者が提示した価格について交渉を

行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの 

総合評価して落札者を決定するもの 

技術提案価格交渉方式

（簡易提案・見積審査タイ

プ） 

公募して参加表明書、簡易な技術資料及び工事

費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出

のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を

確認し、簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合

的に評価して入札参加者を選定し、次に入札参加

者の簡易な技術資料及び工事費内訳書について妥

当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費

内訳書を反映した標準価格に基づき予定価格を設

定した上で、競争入札により価格と価格以外の要素

を総合評価して落札者を決定するもの 

技術提案交渉方式 

参加表明書及び技術資料の提出を行った者と技術

提案書の内容に係るヒアリング（技術交渉）を実施

し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争

入札により、価格と価格以外の要素を総合評価して

落札者を決定するもの 

施工能力確認方式 

参加表明書及び技術資料の提出を受け、競争参加

資格が確認されたもののうちから、競争入札により、

価格と施工実績等の要素を総合評価して落札者を

決定するもの 

指名競争 

指名競争入札 

規定により定めた競争参加資格を有する者の中か

ら入札参加者を指名して、競争入札により落札者を

決定するもの 

競争参加要請方式 

（簡易提案・見積審査タイ

プ） 

有資格業者のうち当該競争に係る競争参加資格

の要件を満たす者を対象に競争参加要請を行い、

簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、

その者から提出のあった簡易な技術資料及び工事

費内訳書を総合的に評価して入札参加者を選定

し、次に入札参加者の簡易な技術資料及び工事費

内訳書について妥当性の確認及び交渉を行い、入

札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格に基

づき予定価格を設定した上で、競争入札により価格

と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定す

るもの 

交 渉 合 意 契

約 

技術提案価格交渉方式

（一者交渉タイプ） 

一者に特定した交渉者に工事費算出に係る会社

の施工方法、条件等を説明した後、交渉者が提示し

た価格について技術提案を受けつつ交渉を行い、合

意の上、契約の相手方を決定するもの 

価格交渉方式 

一者に特定した交渉者に会社が設定した仕様等を

説明した後、交渉者が提示した価格について交渉を

行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの 

単価提示方式 

【試行中】 

契約の相手方となるべき者に提示単価表を提示

し、合意を得て契約の相手方とするもの 

競争入札後価格交渉方

式（見積審査タイプ） 

【試行中】 

入札不調発生後に入札参加者の中から技術資料

及び工事費内訳書を総合的に評価した評価値が最

高の者を交渉者に選定。交渉者が提示した価格に

ついて交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決

定するもの 

随意契約 特命随意契約 
一者に特定した見積者から見積書を提出させ、契

約の相手方を決定するもの 
 



頁 新：工事請負契約における設計変更ガイドライン(2019 年 7月) 旧：工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成 30 年 7 月) 改訂内容 

単価提示方式 

【試行中】 

契約の相手方となるべき者に提示単価表を提示

し、合意を得て契約の相手方とするもの 

競争入札後価格交渉方

式（見積審査タイプ） 

【試行中】 

入札不調発生後に入札参加者の中から技術資料

及び工事費内訳書を総合的に評価した評価値が最

高の者を交渉者に選定。交渉者が提示した価格に

ついて交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決

定するもの 

随意契約 特命随意契約 
一者に特定した見積者から見積書を提出させ、契

約の相手方を決定するもの 
 

   (略) 

 


